
か
す
み
が
う
ら
市
議
会
正
副
議
長
、
常
任
委
員
会

等
が
新
た
な
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
市
議
会
の

活
動
を
よ
り
多
く
の
市
民
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

議
会
だ
よ
り
の
編
集
・
作
成
を
行
な
っ
て
参
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
が
懸
念

さ
れ
る
中
、
当
市
と
し
て
も
効
果
が
期
待
さ
れ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
が
安
心
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
、
今
一
度
、
マ
ス
ク
着
用
、
手
洗
い
、
3
密
の
回

避
な
ど
感
染
防
止
対
策
の
徹
底
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長　
久
松　
公
生

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
令
和
３
年
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
１
日
（
火
）
か
ら
６
月
16
日
（
水
）
ま
で
の
16
日

間
で
開
会
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（2月1日〜4月20日まで）

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.lg.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.lg.jp

令和３年第１回臨
時会・第１回定例
会では、延べ42名
の方が本会議を傍
聴されました。
（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、傍聴席を制限さ
せていただくことが
ございます。）

●
２
月
●

　

１
日　

石
岡
地
方
斎
場
組
合
議
会
定
例
会

　

４
日　

令
和
３
年
第
１
回
臨
時
会

　
　
　
　

総
務
委
員
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

８
日　

総
務
委
員
会

　

９
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

10
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

15
日　

湖
北
環
境
衛
生
組
合
議
会
定
例
会

　

16
日　

土
浦
・
か
す
み
が
う
ら
土
地
区
画
整
理

　
　
　
　

一
部
事
務
組
合
定
例
会

　

17
日　

霞
台
厚
生
施
設
組
合
議
会
定
例
会

　

19
日　

新
治
地
方
広
域
事
務
組
合
議
会
定
例
会

　

24
日　

産
業
建
設
委
員
会

　

26
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

●
３
月
●

　

５
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

５
日
～
24
日

　
　
　
　

令
和
３
年
第
１
回
定
例
会

　

９
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

11
日　

総
務
委
員
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
委
員
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　

12
日
～
17
日

　
　
　
　
令
和
３
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査
特
別
委
員
会

　

24
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

●
４
月
●

　

13
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

19
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

20
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

豆辞典 請願の採択・不採択請願の採択・不採択とはとは？？
　請
願
の
採
択
・
不
採
択
と
は
、
国
民
が
国
や
地
方

公
共
団
体
に
対
し
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
請
願
に
対

し
て
、
議
会
が
内
容
を
審
議
し
て
決
定
し
た
賛
否
の

意
思
決
定
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　請
願
の
内
容
に
つ
い
て
、
願
意
が
妥
当
で
あ
り
、

法
令
上
、
行
財
政
上
実
現
性
も
あ
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
議
会
と
し
て
こ
れ
に
賛
同
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
場
合
の
議
会
の
意
思
決
定
は
、
請
願
を
採
択
す

る
方
法
に
よ
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

請
願
の
内
容
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
無

関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
当
該
議
会
の
権
限
外
の

も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
願
意
に
賛
成
で
き

な
い
、
実
現
可
能
性
が
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合

に
は
、
そ
の
請
願
は
取
り
上
げ
よ
う
が
な
く
、
そ
う

し
た
場
合
の
議
会
の
意
思
決
定
は
、
請
題
を
不
採
択

に
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　議
会
と
し
て
は
、
本
会
議
で
採
択
し
た
請
願
で
、

長
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
内
容
に
か
か
る
事

項
を
送
付
し
、 

そ
の
処
理
の
経
過
と
結
果
の
報
告
を

請
求
で
き
ま
す
。
　（参
考
　地
方
議
会
運
営
辞
典
）


